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1 六ヶ所村人口ビジョンの位置づけ 

六ヶ所村の人口ビジョンは、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の趣旨を尊重し、

本村における人口の現状分析を行い、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示すもので

ある。 
  よって、この人口ビジョンは、六ヶ所村総合振興計画の成果を測る指標となりうるものであり、

まち・ひと・しごと創生の実現に向けた効果的な施策を企画・立案する上で重要な基礎となるこ

とを認識し、策定する。 
 

2 六ヶ所村人口ビジョンの対象期間 

六ヶ所村人口ビジョンは、次の世代の本村を見据えながら計画の実現を目指すものであり、国

立社会保障・人口問題研究所の人口推計を基礎数値として用いることから、その推計が示されて

いる 2060 年までとする。 
 

3 国の長期ビジョン 

 長期ビジョンの目標 (1)

50 年後に 1 億人程度の人口を維持することを目指し、 
日本の人口動向を分析し、将来展望を示す。 

 

 人口の現状と将来展望 (2)

ア 日本の人口減少をどう考えるか 
・ 日本は、2008 年をピークとして人口減少時代へ移行し、今後一貫して人口が減少し続

けると推計されており、地域によって状況は異なるが、本格的な人口減少に直面してい

る市町村が多い。 
イ 人口減少が経済社会に与える影響をどう考えるか 

・ 人口の減少により、経済規模の縮小や国民生活の水準が低下する恐れがある。 
ウ 「東京一極集中」の問題をどう考えるか 

・ 地方から東京圏への人口流入は続いており、特に若い世代が東京圏に流入している。 
エ 人口減少に歯止めをかけることの意味をどう考えるか 

・ 出生率の改善が早期であるほど、その効果は大きい。 
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 今後の基本的視点とめざすべき将来の方向 (3)

ア．今後の基本的視点 
人口減少に歯止めをかける「積極戦略」と、人口減少に対応するための「調整戦略」を同時

に推進する。 
①  「東京一極集中」の是正 
② 若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 
③ 地域の特性に即した地域課題の解決 

 
イ．めざすべき将来の方向 
○人口減少に歯止めをかける。 

出生率が人口置換水準（2.07）に回復することが人口を安定する必須の条件。OECD 

レポート（2005 年）では、日本は育児費用軽減や育児休業の取得促進、保育サービ 

ス拡充等の対策が講じられれば、出生率は2.0 まで回復する可能性があると推計。 

 

○若い世代の希望を実現すると、出生率は1.8程度に向上する。 

国民希望出生率1.8 は、OECD 諸国の半数近くが実現。我が国においてまず目指すべ 

きは、若い世代の結婚・子育て希望の実現に取り組み、出生率の向上を図ること。 

 

○人口減少に歯止めがかかると、2060 年に１億人程度の人口が確保される。 

2030～2040 年頃に出生率が2.07 まで回復した場合、2060 年には総人口１億人程度を 

確保し、2090 年頃には人口が定常状態になると見込まれる。 

 

○さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。 

人口減少に歯止めがかかると、高齢化率は2050 年に35.3％でピークに達した後は低 

下し始め、2090 年頃には現在とほぼ同水準の27%程度にまで低下する。若返りにより、 

「働き手」の増加が経済成長を牽引するなど経済的に好環境となる（人口ボーナス）。 

さらに高齢者が「健康寿命」を延ばすと、事態は更に改善。 

 

○「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、2050 年代に実質GDP 成 

長率は、1.5～２％程度が維持される。 
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4 本村の人口動向分析 

 人口増減、年齢別人口(男女別、年齢 3区分、5歳階級)の推移 (1)

 六ヶ所村の人口推移は平成 12 年から緩やかに減少している。男性人口は平成 12 年まで

は、増加傾向が見られたがそれ以降は減少に転じている。一方で、女性人口は昭和 55 年

以降一貫して減少傾向が続いている。一般世帯数については、人口減少が続いていた昭和

～平成 2 年でも核家族化等の影響で微増傾向にあり、平成 2 年～平成 12 年の人口増加期

には人口同様増加し、人口減少が始まった平成 12 年以降は横ばい傾向にある。 

 

図．六ヶ所村の人口推移（S55～H22） 

出典：国勢調査 

 平成 12 年と平成 22 年の男女 5歳階級人口を比較すると、男性の 55～64 歳に占める割

合が高くなっている一方で、男女とも 29 歳以下の人口は減少しており、今後少子高齢化

が加速していくことが予想される。 

 
図．六ヶ所村の人口構成（H12・H22）  
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 自然増減、合計特殊出生率、社会増減の推移 (2)

①自然増減の推移 

平成 7 年以降の六ヶ所村における人口の自然増減(出生および死亡)推移をみると、

平成 22 年までは出生数は年間 100 人～140 人程度で推移しているのに対し、死亡数は

80 人～100 人程度で推移したため、一貫して出生数が死亡数を上回る傾向にあったが

平成 22年に出生数の減少により死亡が出生を上回り平成 24年から死亡の増加が始ま

り、平成 25 年まで自然減の傾向が続いている。 

     
図．六ヶ所村の自然増減の推移（H7～H25） 

出典：RESAS 

 

②合計特殊出生率の推移 

六ヶ所村の合計特殊出生率は、昭和 58 年～62 年で 2.48 だったが平成 5 年～15 年

までは 2.1 弱、平成 15 年から平成 24 年まで、1.88 と低下傾向で推移している。 

 

図．合計特殊出生率の推移 

出典：人口動態保健所･市区町村別統計 

（注）合計特殊出生率：（生涯未婚者や子供を持たない女性を含む）一人の女性が一生のうち産む子供の数の平均 
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③社会増減の推移 
平成 7 年以降の六ヶ所村の社会増減(転出、転入)の推移をみると平成 7 年、11 年、

15 年に約 200 人～250 人規模での転入超過があったのに対し、平成 8 年、12 年、14

年では約 100～150 人規模の転出超過が見られるなど社会増減が毎年逆転する傾向が

あった。平成 7年と平成 11 年の社会増及び平成 15 年の大幅な社会増については、日

本原燃（株）の事業所の設置及び本社機能の移転、社員寮の整備等の影響が考えられ

る。平成 16 年以降は社会減の傾向が続いており、平成 17 年～21 年では約 100 人～250

人と急速な社会減が見られる。 

 

図．六ヶ所村の社会増減の推移（H7～H25） 

出典：RESAS 

平成 24 年と平成 25 年の転出入数を年代別にみると、どの世代も転出超の傾向が見

られるが、平成 24 年度の 15～19 歳と 20 代は転入数と転出数が同等、または転入数

が上回っており、日本原燃はじめ地元の事業所等による雇用の場があるため進学で転

出する若者と同等の若者が就業で転入しているものと思われる。 

 
           H25 年代別転出入                 H24 年代別転出入 

     
図．六ヶ所村の年代別転入者数（H24・H25） 

出典：住民基本台帳 
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④年齢階級別の人口移動の長期的動向 
六ヶ所村における 2005 年～2010 年の年齢階級別人口移動をみると、男女とも進学・

就職等で大幅な転出超になっていた 10 代後半の社会減の大幅な縮小、男女とも 30 代

後半の転出超過の増大、50 代後半男性の転出超過などの傾向がみられる。また、長期

的な推移を見ると、男性は 10 代後半から 20 代の年代で転入超となり、30 代以降は概

ねマイナスで推移する。65 歳以降転出入が均衡に近づいていく。1990 年→1995 年、

1995 年→2000 年に、各年代で大きく転入超になっているのは日本原燃関連の従業員

の転勤や採用等の移動によることが考えられる。女性は、10 代後半で転出超、20 代

前半で転入超となるが 30 代で再び転出超になっている。 

 

   

図．年齢化級別人口移動  
出典：RESAS  
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 自然増減と社会増減が総人口に与えてきた影響 (3)

六ヶ所村では、以前は十分な雇用機会がなく、若者を中心とした人口流出による社会減

が顕著であり、高い出生率による自然増が人口減をある程度抑制していた。 
その後、むつ小川原開発進展の中で原子燃料サイクル施設や石油備蓄基地ほか各種整備

が始まって以降、港湾、道路、都市基盤等の基盤整備および大規模な施設建設、さらには

各種公共施設建設や尾駮レイクタウン北地区整備等が集中したため、まず、建設関連労働

者の流入による転入増加により一定期間地元に大量の雇用機会ができたこともあり、転出

が減少し転入が増加したことで人口増加が続いた。その後、原子燃料サイクル施設が稼働

を始め日本原燃や関連事業所の安定雇用が開始され、地元雇用による転出の抑制、関連事

業所への雇用者の村外からの転入、さらには、日本原燃本社の移転や尾駮レイクタウンへ

の社員住宅の建設などが相次いで進んだことで、最近 20 年間の総人口は 11,000 人～

12,000 人を維持してきた。とくに、尾駮レイクタウンへの若者や出産・子育て層の転入

が続き、出生数も増加するなど村の人口が維持されてきた。しかし、六ヶ所村においても

高齢化の影響により死亡数が増加し、出生数を上回る自然減傾向が続き人口も徐々に減少

を始め、平成 25 年には人口 11,000 人を下回った。 
 

 市町村間の人口移動 (4)

ア．転出転入による市町村間移動 
平成 25 年の人口移動を地域別の転出入数でみると、30 代で県内他市町村へ転出する割

合が高く、持ち家の購入時や、子どもの進学時等に六ヶ所村以外を居住地として選択す

る傾向がうかがえる。また、平成 25 年の転入状況について、どの年代とも県内市町村か

らの転入が主となっている。そのうち東海村からの転入が見られるのは、原子力関連企

業への転勤等と推測される。 

 

 
図．転入者の従前居住地（H25）出典：住民基本台帳  
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転出先の住所地（H25）を見るとどの年代とも三沢市、青森市等への転出の傾向が見ら

れる。また年代別には、30 代、40 代の子育て層の転出者が多く、持ち家の購入期や、子

どもの小中学校入学時に六ヶ所村以外を居住地として選択し転出する傾向がうかがわれ

る。 

 

 
図．転出先の住所地（H25） 

出典：住民基本台帳 
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イ．通勤による市町村間移動 

六ヶ所村での通勤による流出入(平成 22 年)を見ると、通勤による流出者数 369 人に

対し、流入者数 5,265 人と流入者が流出者より 5,000 人近く多く、六ヶ所村が周辺市

町村に多くの安定した雇用機会を提供していることがわかる。市町村別には、三沢市

からが 1,564 人と特に多いほか野辺地町 752 人、むつ市 458 人、東北町 412 人、おい

らせ町 389 人、八戸市 316 人など広範囲からの通勤による流入が見られる。 

六ヶ所村の通勤による流出入状況 

 
図．通勤による人口の流出入 

出典：平成 22年国勢調査 

表 2-2 六ヶ所村の通勤による流出入数 

 通勤による流出者数（人） 通勤による流入者数（人） 流入者数-流出者数（人） 

青森市 8 184 176 

八戸市 28 316 288 
十和田市 8 205 197 
三沢市 108 1,564 1,456 
むつ市 12 458 446 
平内町 1 51 50 
野辺地町 74 752 678 
七戸町 11 165 154 
六戸町 2 101 99 
横浜町 5 349 344 
東北町 49 412 363 
おいらせ町 9 388 379 
東通村 35 110 75 
五戸町 0 22 22 
階上町 0 15 15 
その他（含他県） 52 173 121 
六ヶ所村合計 369 5265 4,896 

資料：平成 22 年国勢調査(総務省)より作成 
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 産業別就業者 (5)

六ヶ所村の産業別就業者数の変化を見ると、平成 2年以降の原子燃料サイクル施設の建

設とサイクル事業の稼働にともなう従業員の増加により、平成 7年以降は、急速に第 2次

産業（建設業、製造業）の増加が続いたが、平成 12 年以降は施設整備が一段落し、日本

原燃社員等の配置も安定したこともあり、第 2次産業の就業者は一定の規模で推移してい

る。また、研究施設の整備などにともない、学術研究や各種サービス業など第 3次産業の

増加が見られその割合が高まっている。一方、農林漁業の減少により、第１次産業は微減

傾向が続いている。個別の業種別にみると、原子燃料サイクル関連の製造業 22％、建設

業 16％、その他サービス業 12％で全体の 5割を占めている。また、農林漁業 13.5％、学

術研究・専門技術サービス 6％などは六ヶ所村の特性を反映した産業でもある。 

現在は、原子燃料サイクルや再生可能エネルギー等の新たな産業による安定的な雇用に

支えられた六ヶ所村だが、選択的な企業誘致などにより引き続き質の高い雇用の場を確保

するとともに、新しい時代潮流を先取りし、中長期的な視点に立って地域資源の高度活用

を基本に停滞気味の農畜水産業の強化や新しいコミュニティビジネスの創出など、六ヶ所

村ならではの産業の厚みを創っていくことが必要である。 

 

 

図 六ヶ所村の産業別就業人口の推移 

※「分類不能の産業」を除いた構成比 

資料：国勢調査(総務省)より作成 
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図 産業(中分類)別就業者数(平成 22 年) 

資料：平成２２年国勢調査 

表 2-1 産業(中分類)別就業者数推移 

 

  

（人） 構成比（％） （人） 構成比（％）

総数 6,316 100.0 6,250 100.0 0.990

第１次産業 900 14.2 872 14.0 0.969

農業，林業 656 10.4 616 9.9 0.939

漁業 244 3.9 256 4.1 1.049

第２次産業 2,568 40.7 2,443 39.1 0.951

鉱業，採石業，砂利採取業 12 0.2 19 0.3 1.583

建設業 1,028 16.3 1,050 16.8 1.021

製造業 1,528 24.2 1,374 22.0 0.899

第３次産業 2,820 44.6 2,926 46.8 1.038

電気・ガス・熱供給・水道業 8 0.1 24 0.4 3.000

情報通信業 4 0.1 45 0.7 11.250

運輸業，郵便業 200 3.2 201 3.2 1.005

卸売業，小売業 432 6.8 397 6.4 0.919

金融業，保険業 40 0.6 38 0.6 0.950

不動産業，物品賃貸業 20 0.3 51 0.8 2.550

学術研究，専門・技術サービス業 140 2.2 356 5.7 2.543

宿泊業，飲食サービス業 336 5.3 234 3.7 0.696

生活関連サービス業，娯楽業 144 2.3 95 1.5 0.660

教育，学習支援業 132 2.1 128 2.0 0.970

医療，福祉 296 4.7 308 4.9 1.041

複合サービス事業 104 1.6 67 1.1 0.644

サービス業（他に分類されないもの） 748 11.8 740 11.8 0.989

公務（他に分類されるものを除く） 216 3.4 242 3.9 1.120

分類不能の産業 28 0.4 9 0.1 0.321

※平成17年は平成22年国勢調査の分類区分による遡及集計結果

資料：国勢調査

H17 H22 H22/H17
（増減率）

農業，林業, 9.86 

漁業, 4.10 

鉱業，採石業，砂利採取

業, 0.30 

建設業, 16.80 

製造業, 21.98 

電気・ガス・熱供給・水道

業, 0.38 情報通信業, 0.72 

運輸業，郵便業, 3.22 

卸売業，小売業, 6.35 

金融業，保険業, 0.61 
不動産業，物品賃貸業, 

0.82 

学術研究，専門・技

術サービス業, 5.70 

宿泊業，飲食サービ

ス業, 3.74 

生活関連サービス

業，娯楽業, 1.52 

教育，学習支援業, 2.05 

医療，福祉, 4.93 

複合サービス事業, 1.07 

サービス業（他に分類さ

れないもの）, 11.84 

公務（他に分類されるも

のを除く）, 3.87 

分類不能の産業, 0.14 
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5 将来人口の推計と分析 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計法による人口推計の前提 (1)

ア 推計期間 

・平成 52 年(2040 年)までの 5 年ごととした。 

イ 推計の方法 

・年齢 5 歳階級のデータを用い、コーホート要因法により推計 

・コーホート要因法とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 基準人口 

  ・基準人口は平成 22 年の国勢調査の人口を準用した。 
   

エ 将来の生存率 
国立社会保障・人口問題研究所が設定した六ヶ所村の将来生残率は以下の通りである。 

 
 
 

生残率・男
→2015年 →2020年 →2025年 →2030年 →2035年 →2040年 →2045年 →2050年 →2055年 →2060年

0～4歳→5～9歳 0.99882 0.99897 0.99908 0.99918 0.99926 0.99934 0.99934 0.99934 0.99934 0.99934
5～9歳→10～14歳 0.99930 0.99937 0.99944 0.99949 0.99954 0.99959 0.99959 0.99959 0.99959 0.99959
10～4歳→15～19歳 0.99896 0.99906 0.99914 0.99921 0.99927 0.99933 0.99933 0.99933 0.99933 0.99933
15～19歳→20～24歳 0.99718 0.99739 0.99757 0.99773 0.99787 0.99801 0.99801 0.99801 0.99801 0.99801
20～24歳→25～29歳 0.99620 0.99642 0.99661 0.99678 0.99695 0.99710 0.99710 0.99710 0.99710 0.99710
25～29歳→30～34歳 0.99523 0.99551 0.99576 0.99599 0.99621 0.99642 0.99642 0.99642 0.99642 0.99642
30～34歳→35～39歳 0.99386 0.99425 0.99459 0.99492 0.99522 0.99552 0.99552 0.99552 0.99552 0.99552
35～39歳→40～44歳 0.99106 0.99164 0.99216 0.99264 0.99310 0.99353 0.99353 0.99353 0.99353 0.99353
40～44歳→45～49歳 0.98491 0.98595 0.98688 0.98776 0.98859 0.98939 0.98939 0.98939 0.98939 0.98939
45～49歳→50～54歳 0.97855 0.97995 0.98118 0.98234 0.98343 0.98445 0.98445 0.98445 0.98445 0.98445
50～54歳→55～59歳 0.96843 0.97041 0.97214 0.97373 0.97523 0.97663 0.97663 0.97663 0.97663 0.97663
55～59歳→60～64歳 0.95190 0.95482 0.95734 0.95969 0.96188 0.96394 0.96394 0.96394 0.96394 0.96394
60～64歳→65～69歳 0.93516 0.93922 0.94271 0.94594 0.94896 0.95180 0.95180 0.95180 0.95180 0.95180
65～69歳→70～74歳 0.89979 0.90578 0.91081 0.91540 0.91963 0.92356 0.92356 0.92356 0.92356 0.92356
70～74歳→75～79歳 0.82813 0.83856 0.84732 0.85523 0.86244 0.86907 0.86907 0.86907 0.86907 0.86907
75～79歳→80～84歳 0.73747 0.75365 0.76724 0.77965 0.79104 0.80158 0.80158 0.80158 0.80158 0.80158
80～84歳→85～89歳 0.61025 0.63237 0.65085 0.66783 0.68352 0.69809 0.69809 0.69809 0.69809 0.69809
85歳以上→90歳以上 0.36171 0.37922 0.39413 0.40798 0.42087 0.43291 0.43291 0.43291 0.43291 0.43291

コーホートとは、同年（または同期間）に出生した集団のことをいい、コーホート要因法とは、その集団ごとの時間

変化（出生、死亡、移動）を軸に人口の変化をとらえる方法である。例えば、ある地域において観測された 15～19

歳の人口は、5 年後には 20～24 歳に達する。また、その年齢の集団は、15～19 年前に出生したものであり、その

人口集団を年次的に追跡し、その人口集団の要因ごとの変化率を用いる方法をいう。 

コーホートの人口は、人口が時間の経過とともに変化する要因である死亡数と移動数によって変化し、コーホート

の発生は出生による。このため、基準年次の年齢別人口があり、さらに年齢別に生残率と純移動率が仮定できれ

ば、人口推計は可能となる。また、5 年後の 0～4 歳人口を推計するためには、その地域の 5 年間の出生数を推計

し、そのうちから 0～4 歳に到達するまでの死亡数を除き、さらに移動数による増減に 

よって推計できることになる。 

なお、将来における一般的な仮定値の設定は、以下の 4 つについて行う。 

① 出生率：15～49 歳までの女子の年齢（5 歳階級）別出生率 

② 生残率：生命表による 5 年後の男女・年齢（5 歳階級）別生残率 

③ 純移動率：基準年次とその 5 年前からの社会動態による純移動率 

④ 出生性比：出生児の男女比（女児 100 に対する男児の比率） 
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オ 将来の純移動率 

国立社会保障・人口問題研究所が設定した六ヶ所村の将来の純移動率は以下の通りである。 

 
  

生残率・女
→2015年 →2020年 →2025年 →2030年 →2035年 →2040年 →2045年 →2050年 →2055年 →2060年

0～4歳→5～9歳 0.99912 0.99923 0.99930 0.99937 0.99942 0.99948 0.99948 0.99948 0.99948 0.99948
5～9歳→10～14歳 0.99974 0.99977 0.99979 0.99980 0.99982 0.99982 0.99982 0.99982 0.99982 0.99982
10～4歳→15～19歳 0.99943 0.99948 0.99951 0.99954 0.99956 0.99959 0.99959 0.99959 0.99959 0.99959
15～19歳→20～24歳 0.99867 0.99875 0.99881 0.99887 0.99893 0.99899 0.99899 0.99899 0.99899 0.99899
20～24歳→25～29歳 0.99852 0.99860 0.99866 0.99872 0.99877 0.99882 0.99882 0.99882 0.99882 0.99882
25～29歳→30～34歳 0.99791 0.99804 0.99815 0.99826 0.99835 0.99844 0.99844 0.99844 0.99844 0.99844
30～34歳→35～39歳 0.99715 0.99734 0.99749 0.99763 0.99777 0.99789 0.99789 0.99789 0.99789 0.99789
35～39歳→40～44歳 0.99631 0.99654 0.99671 0.99688 0.99702 0.99715 0.99715 0.99715 0.99715 0.99715
40～44歳→45～49歳 0.99415 0.99451 0.99482 0.99509 0.99534 0.99557 0.99557 0.99557 0.99557 0.99557
45～49歳→50～54歳 0.99055 0.99115 0.99165 0.99212 0.99255 0.99295 0.99295 0.99295 0.99295 0.99295
50～54歳→55～59歳 0.98629 0.98713 0.98784 0.98850 0.98910 0.98966 0.98966 0.98966 0.98966 0.98966
55～59歳→60～64歳 0.98140 0.98248 0.98340 0.98424 0.98501 0.98572 0.98572 0.98572 0.98572 0.98572
60～64歳→65～69歳 0.97093 0.97245 0.97368 0.97479 0.97581 0.97674 0.97674 0.97674 0.97674 0.97674
65～69歳→70～74歳 0.96013 0.96257 0.96454 0.96629 0.96786 0.96927 0.96927 0.96927 0.96927 0.96927
70～74歳→75～79歳 0.93438 0.93902 0.94275 0.94600 0.94887 0.95142 0.95142 0.95142 0.95142 0.95142
75～79歳→80～84歳 0.87905 0.88781 0.89475 0.90079 0.90610 0.91080 0.91080 0.91080 0.91080 0.91080
80～84歳→85～89歳 0.77382 0.79081 0.80449 0.81656 0.82731 0.83693 0.83693 0.83693 0.83693 0.83693
85歳以上→90歳以上 0.45613 0.47336 0.48786 0.50114 0.51337 0.52467 0.52467 0.52467 0.52467 0.52467
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 総人口・年齢区分別人口の推計結果 (2)

パターン１【国(社人研)のモデルによる推計】 

  現状の趨勢を基本に移動率が東京一極集中是正により、今後一定程度縮小する場合

の推計（国立社会保障・人口問題研究所準拠） 

① 総人口 

国立社会保障・人口問題研究所の推計に準拠して（近年の社会動態(転出・転入)および自

然動態（出生・死亡）の構造が今後も一定程度続くと仮定）推計した六ヶ所村の将来人口で

は、５年ごとに約 400 人から 500 人のペースで人口減少が進行し、2025 年には 9,842 人と 1

万人を下回る推計結果となる。とくに５年間の減少率の推移をみると 2010/2015 年ででは－

3.9％であったものが 2055/2060 年では、－6.6％と減少率が増加していく。 

 

 
 

図 総人口の推移および人口増減（2010～2060 年：パターン１（社人研準拠ケース） 

 

表 総人口の推移および人口増減（2010～2060 年：パターン１（社人研準拠ケース） 

 

 

出典：社人研推計をふまえた内閣府推計 

 

  

11,091
10,662

10,269
9,842

9,397
8,950

8,476

7,973

7,478

6,995
6,535

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

総人口（人） 11,091 10,662 10,269 9,842 9,397 8,950 8,476 7,973 7,478 6,995 6,535

総人口（2010年を 1. 0とした指数） 1.0000 0.9613 0.9259 0.8874 0.8473 0.8070 0.7643 0.7189 0.6742 0.6307 0.5892

0～14歳（人） 1,453 1,376 1,283 1,160 1,058 988 942 898 845 776 713

15～64歳（人） 7,397 6,805 6,300 5,930 5,601 5,272 4,819 4,432 4,136 3,898 3,662

65歳以上（人） 2,241 2,481 2,686 2,751 2,739 2,690 2,716 2,644 2,498 2,321 2,160

75歳以上（人） 1,188 1,248 1,243 1,417 1,567 1,608 1,567 1,484 1,505 1,471 1,373
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② 年齢区分別人口 

パターン１の六ヶ所村の将来人口の推計結果を年齢 3 区分別に見ると、2060 年の高齢者

人口比率は 33.1％まで高まるが、全国平均値よりはかなり低い水準である。ただし、15～

64 歳(生産年齢人口：担い手年齢層)の減少傾向が顕著で 2010 年の 66.7％から 2060 年の

56.0％まで 10%以上減少する。 

また、将来人口を年齢 4 区分（65 歳以上を前期高齢者と後期高齢者に分割）別に構成比

を見ると、75 歳以上（後期高齢者）の割合が 2010 年 10.7%から 2060 年 21.0％と倍増する。 

 

図 年齢３階級別人口の推移（2010～2060 年） 

 
図 年齢４階級別人口構成比の推移（2010～2060 年） 

出典：社人研推計をふまえた内閣府推計 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

年齢3区分別人口推移（趨勢型）

総人口（人） 0～14歳（人） 15～64歳（人） 65歳以上（人） 75歳以上（人）

13.1% 12.9% 12.5% 11.8% 11.3% 11.0% 11.1% 11.3% 11.3% 11.1% 10.9%

66.7% 63.8% 61.3% 60.3% 59.6% 58.9% 56.9% 55.6% 55.3% 55.7% 56.0%

20.2% 23.3% 26.2% 28.0% 29.1% 30.1% 32.0% 33.2% 33.4% 33.2% 33.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

0～14歳（％） 15～64歳（％） 65歳以上（％）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

0～14歳（％） 13.1% 12.9% 12.5% 11.8% 11.3% 11.0% 11.1% 11.3% 11.3% 11.1% 10.9%

15～64歳（％） 66.7% 63.8% 61.3% 60.3% 59.6% 58.9% 56.9% 55.6% 55.3% 55.7% 56.0%

65歳以上（％） 20.2% 23.3% 26.2% 28.0% 29.1% 30.1% 32.0% 33.2% 33.4% 33.2% 33.1%

75歳以上（％） 10.7% 11.7% 12.1% 14.4% 16.7% 18.0% 18.5% 18.6% 20.1% 21.0% 21.0%

表　　六ヶ所村の人口推計結果{趨勢ケース}：年齢3区分別構成割合（参考に75歳以上の構成割合を掲載）
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図 年齢 5 歳階級別人口構成 

出典：平成 22 年国勢調査 
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 仮定値による将来人口の推移と分析 (3)

六ヶ所村の人口の将来展望を検討するため、国立社会保障・人口問題研究所推計をベース

に内閣府が推計した人口が 2060 年に 6,535 人まで減少する前述ケース（基本パターン）をベ

ースに、六ヶ所村で将来的に人口 1万人を維持していくためにはどのような条件が必要かと

いう仮定を置いて六ヶ所村独自の将来人口の推計シミュレーションを行った。推計にあたっ

ては、人口 1万人維持の前提として以下の 2点の条件を枠組みとして規定した。 

○条件 1 

・社会動態については、現在の転出超過による社会減を現在六ヶ所村に居住する人の就 

職、子供の進学、住宅取得、定年退職等を契機とした村外への転出を抑制する対策およ 

び卒業後の就職や子育て 2025 年以降社会増減を均衡させる（マイナスをゼロまたは若 

干のプラスを維持する）。 

○条件 2 

・自然動態については、社会増減が均衡した上で、若い人のニーズに対応した雇用の場

の提供により、低下傾向にある出生率を高齢化の進展で増加する死亡数を補うまで高め

ることで 2025 年以降自然増減を均衡させる（マイナスをほぼゼロにする）。 

  

上記の前提をもとにシミュレーションを行い 2025 年以降 2060 年まで人口 1 万人を維持し

ていくケースを求めた。推計結果の概要は以下のとおりである。 

なお、人口対策は、施策・事業を行った成果が顕在化するために 5年～10 年のタイムラグ

が必要であると考え、人口増加効果が出現する時期を 2025 年以降と想定した。そのため、

2025 年までは、現在の人口減少傾向が続くことになる。 

■ステップ１【転出抑制】 

パターン１の移動率が、2025 年以降さらに半減する（転出が抑制される）と想定 
 
国のモデルによる推計で移動率がマイナスとなっている （転出超過の）年代について、2025

年から 2060 年まで男女とも移動率が半減する（転出が抑制される）と仮定した。 

推計結果として、社人研準拠推計（パターン１）に比し 35 年間で 954 人の転出が抑制され

た。平均すると毎年 30 人弱ずつの転出抑制となる。 
 

■ステップ２【転出抑制+計画的転入促進】 

ステップ１に加え、さらに企業誘致と従業者用の住宅開発等により継続的に六ヶ所村に

転入者が入る場合（転入増）の推計  
 
転入者の年代構成はレイクタウン地区の人口構成を参考に、男女比を１：１と仮定し 50

人を 1単位とした。 

2020 年から 2050 年までに、5 年毎に 50 名ずつ 30 年間で 300 名が転入すると仮定すると、

転出抑制（シミュレーション１）と併せて六ヶ所村の社会増減は 2025 年以降ややプラス（0

～32 人）で均衡する。 
 

■ステップ３【六ヶ所村独自の推計転出抑制+計画的転入促進＋出生率向上】 

ステップ２で社会増減を均衡させた上で、さらに 2025 年以降、自然減を補い約 1万人の

人口を保つために必要な出生率(合計特殊出生率)を推計した。 
 
2025 年以降、自然増減を均衡させ人口 1 万人を維持するためには、2025 年から 2060 年で

2800 人強の出生数（年間 80 人程度）が必要となりそのためには、2030 年以降の合計特殊出
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生率として 2.6 人～3.0 人(平均 2.89 人)の維持が必要となる。 

上記のシミュレーション結果をふまえると、人口 1万人を維持するという今回の前提には、

合計特殊出生率を 3.0 人まで高めなくては達成できないという点で極めた高いハードルで

ある。年齢 5歳階級人口構成（人口ヒストグラム）を見てわかるように、少し高齢化傾向は

見られるが年少人口と 30 歳未満人口が膨らんでいる高度経済成長期のわが国の人口ピラミ

ッドの形に類似している。人口バランス上は望ましいが、その実現プロセスにはやや現実離

れした感は否めない。また、村民アンケート結果でもこれから子供を産む年齢層の理想の子

どもの数を２人としており、そのギャップは大きい。 

 

 

図．六ヶ所村の人口 1 万人を維持するための条件による推計結果  

出典：国提供ワークシート 

 

表．2060 年で人口 1万人を維持するとしたケース（総括表） 

   
 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

合計特殊出生率（ｔｆｒ） 1.88000 1.90388 1.86280 1.82694 2.60000 2.60000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

総人口（人） 11,091 10,656 10,267 10,079 10,002 10,011 10,024 10,018 10,024 10,017 10,020

総人口（2010年を1.0
とした指数）

1.0000 0.9608 0.9257 0.9087 0.9018 0.9026 0.9038 0.9033 0.9038 0.9032 0.9034

男 6,184 6,105 6,022 5,911 5,861 5,796 5,752 5,696 5,661 5,620 5,611

女 4,907 4,800 4,701 4,587 4,552 4,519 4,512 4,489 4,478 4,460 4,464

0～14歳 1,453 1,370 1,281 1,230 1,336 1,557 1,810 1,955 1,994 1,978 1,927

15～64歳 7,397 6,805 6,300 6,064 5,844 5,632 5,312 5,193 5,268 5,411 5,584

65歳以上 2,241 2,481 2,686 2,786 2,822 2,822 2,902 2,870 2,762 2,628 2,508

75歳以上 1,188 1,248 1,243 1,437 1,607 1,671 1,660 1,602 1,652 1,638 1,558

0～14歳 13.1% 12.9% 12.5% 12.2% 13.4% 15.5% 18.1% 19.5% 19.9% 19.7% 19.2%

15～64歳 66.7% 63.9% 61.4% 60.2% 58.4% 56.3% 53.0% 51.8% 52.6% 54.0% 55.7%

65歳以上 20.2% 23.3% 26.2% 27.6% 28.2% 28.2% 29.0% 28.6% 27.6% 26.2% 25.0%

75歳以上 10.7% 11.7% 12.1% 14.3% 16.1% 16.7% 16.6% 16.0% 16.5% 16.3% 15.6%
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図．2015 年、2025 年の男女 5歳階級別人口の比較 

「社人研準拠ケース」、「1万人維持ケース」とも変わらず） 

出典：国提供ワークシート 
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図．2040 年の男女 5歳階級別人口の推移の比較 

（上段：パターン１（社人研準拠ケース）、下段： 人口 1万人維持ケース）） 

 

 
図．2060 年の男女 5歳階級別人口の推移の比較 

（上段：パターン１（社人研準拠ケース）、下段： 人口 1万人維持ケース）） 

出典：国提供ワークシート 

0 200 400 600 800

0200400600800

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～

（人）

（人）

2040年

男

女

0 200 400 600 800

0200400600800

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～

（人）

（人）

2060年

男

女



21 
 

6 人口の現状分析および将来推計のまとめ 

 人口減少時代の到来 (1)

2011 年には、2005 年以降 1億 2800 万人前後で静止(微増減)していたわが国の人口がいよ

いよ減少に転じ本格的な人口減少時代が始まった。国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よれば、日本の人口は、2030 年には 11,622 万人、2060 年には 8,672 万人まで減少、65 歳以

上の高齢人口比率は 2030 年に 31.6％、2060 年に 39.3％まで増加するとされている。わが国

の人口問題は、人口減少と超高齢化がこれまで世界中のだれもが経験したことのない急速な

スピードで同時に進展することにある。あわせて少子化の進展により、この国の将来を支え

る子供たちが急速に減少（2030 年 1,204 万人(10.3%)、2060 年 791 万人(9.1%)）することに

より、産業や暮らしの衰退による持続可能な社会の維持に深刻な問題を生じることが懸念さ

れている。とりわけ、その影響は中央よりも地方、都市よりも農山漁村部で顕著であると言

われ、元総務大臣の増田寛也氏が提唱した「極点社会(2013 年)」、「地方消滅(2014 年)」にお

ける将来見通しは、全国的に大きな反響をもたらしている。 

青森県の多くの市町村で人口減少と高齢化が続く中、六ヶ所村は過去 20 年間ほぼ 11,000

人前後の人口を維持してきており、県内でも特に人口減少率が低い自治体であり、加えて高

齢者（65 歳以上）人口割合は県内最小、生産年齢人口(15～64 歳)割合は県内最大という恵ま

れた状況にあることを活かし、人口対策に取り組むことが必要である。 

 

 子育て世代を中心とする厚い年齢層 (2)

六ヶ所村では、原子力燃料サイクルや環境・エネルギー関連の施設整備および日本原燃お

よび関連企業等の立地にともなう雇用の拡大、従業員住宅等の建設により、若い独身男性や

出産・子育て世代の転入が続いたことで全国的に見ても 20 歳代から 40 歳代の子育て世代の

年齢層の人口が厚く、安定した出生数が確保されてきた。とくに日本原燃関係の社宅や宅地

開発などが集中したレイクタウン地区では、10 歳未満が 17％、20 歳未満まで含めると 26％
と子供の数が多く、また 25 歳から 44 歳までの子育て世代が 52％、50 歳未満までの人口の

合計が 93％、高齢者は 1%未満いうと極めて若い人口構造であり、六ヶ所村の高い人口生産

力の維持を担っている。しかし、レイクタウンへ居住者の出産ピークが過ぎた平成 20 年頃

からは出生数は減少が始まっている。また、企業の独身寮や単身赴任住宅などがあることか

ら、男性人口が女性人口より 1,200 人程度多く、とりわけ若い未婚男性の数が多いという男

女の人口バランスが偏っていることは将来の人口維持のための課題と考えられる。 

 

 自然減少による総人口の減少 (3)

六ヶ所村では、原子燃料サイクルをはじめ原子力・エネルギー関連産業の立地にともない

若年層や出産・子育て世代の転入が続き安定した出生数が確保されたため、20 年近く人口は

11,000 人台を確保していた。しかし、働き盛りとその子供たちの転出により高齢者比率は県

内で最も低い六ヶ所村でも、レイクタウン地区以外では着実な高齢化が進んでおり、ここ数

年は死亡数の増加傾向が続いている。平成 16 年以降の社会減に加えて、平成 22 年以降は死

亡数が出生数を上回り自然減が始まっている。その結果、平成 12 年以降、総人口が横ばいか
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ら減少に転じており、まだその傾向が緩やかな今のうちから今後の人口減少に備えた対策を

講じることが必要である。 
 

 首都圏や近隣市町村への転出超過による人口減少進行の懸念 (4)

わが国全体で本格的な少子高齢化と人口減少が同時並行的に進展している。人口減少社会に

おける重要な問題の一つに経済活動の担い手である生産年齢人口が減少することが挙げられ

る。全国的に労働力が不足することで労働力の奪い合いがはじまり、成長のエンジンである

若い世代の首都圏への転出が再び加速することが懸念される。六ヶ所村では、量的な雇用の

場としては、日本原燃や関連事業所で雇用の量は確保されているものの、男子型の製造業や

建設業の職場が多く職種の選択肢が限られるため、就職時に都市部に転出する者や進学時に

都市部に転出し戻らない者も少なくない。また、近年では 30 歳代後半の男女に転出超過傾向

が見られ、転出先の大半が県内であることから、子どもの小学校や中学校の入学など子育て

の節目において村外への転出が進行することが懸念される。 

 産業振興による雇用の受け皿づくり (5)

これまで比較的安定した人口推移を続けてきた六ヶ所村でも今後少子高齢化と人口減少は

確実に進行することは避けられず、男子中心の製造業や建設業以外の仕事の選択の幅が乏し

い現状を改善し、産業の幅を広げていく必要がある。具体的には、六ヶ所村の産業の特色で

ある原子燃料サイクルやエネルギー・環境産業を充実させるとともに、地域資源を活かした

六次産業化や生活サービス業などの地元主体の起業などにより、新たに働き盛りの男性のみ

ならず女性や高齢者の仕事を創出することにより質量両面からの産業・雇用の強化を進めて

いくことが求められる。そのために雇用の受け皿となる産業基盤の整備と企業誘致、創業・

起業の支援等が不可欠となる。 
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7 人口減少問題に取り組む基本的視点 

 三つの基本的視点  (1)

国の長期ビジョンの中では、人口減少への対応として、出生率を向上させることにより人口

減少に歯止めをかけ、将来的に人口構造そのものを変えていく「積極戦略」と、仮に出生率の

向上を図っても今後数十年間の人口減少は避けられないことから、今後の人口減少に対応し、

効率的かつ効果的な社会システムを再構築する「調整戦略」の２つの方向性を示し、この２つ

の対応を同時並行的に進めていくことが必要としている。また、この観点から、今後の取組の

基本的視点として以下の３点を掲げている。 
①「東京一極集中」を是正する 
地方から東京圏への人口流出（特に若い世代）に歯止めをかけ、東京一極集中を是正する。

これにより、地方に住み、働き、豊かな生活を実現したい人々の希望を実現するとともに、東

京圏の活力の維持・向上を図りつつ、過密化・人口集中を軽減し、快適かつ安全・安心な環境

を実現する。 
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する 
人口減少を克服するため、若い世代が安心して働き、希望どおり結婚・出産・子育てをする

ことができる社会経済環境を実現する。 
③地域の特性に即した地域課題を解決する 
中山間地域等、地方都市とその近隣及び大都市圏において、人口減少に伴う地域の変化に柔

軟に対応し、地域の特性に即して、地域が抱える課題の解決に取り組む。 
 
六ヶ所村の人口ビジョンでは、国の基本的視点をふまえつつ、村の地域特性を十分考慮した

上で「人口問題に取り組む基本的視点」を以下の 3 点とする。 
① 村外への人口流出を抑制し、村への新たな人口流入を図る 

原子力・エネルギー関連の特色ある産業特性と、それにともなう人口構造を基本としつつ

“しごと”の選択肢を広げる方向での雇用創出、安全・安心・快適な生活環境整備により村

外への転出を抑え、村外からの UIJ ターンの促進を図る。 
② 若い世代を中心に就労・結婚・子育ての希望を実現する 

日本原燃をはじめとした就労機会の増加に伴い若い独身男性と出産・子育て世代の転入が

続いた六ヶ所村の人口構成を維持し、安定した出生数の維持・増加を図るために、結婚支援、

出産・子育て環境の充実、多様な就労の場の創出などにより、「結婚して子供を持てる環境」、

「働きながら子供を育てられる環境」の実現を図る。 
③ 地域の個性・資源を活かして村の魅了を高める 

豊かな自然風土の下で長年培われてきた農業・畜産業や水産業などの基礎産業と近年立地

した原子燃料サイクルやエネルギー・環境産業等の“しごと”環境、自然豊かな空間の中で

整備されてきた生活基盤、教育、文化、医療、福祉、交流施設など六ヶ所村固有の資源を総

合的に活用するとともに、広域的な交通アクセスの改善を図ることで村の魅力を高め、村内

外の人から「住んでみたい」「住んでよかった」といわれるような「多くの人にえらばれるま

ち」の実現をめざす。 
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8 人口の将来展望 

(1)将来展望の基礎となる住民意識 

○回答者の属性について 

→男女別内訳では、約 73％が男性、約 2７％が女性となっている(性別無回答を除く)。 

→年代別内訳では、男性の約 82％、女性の約 88％が 20～49 歳の結婚・出産・子育ての

中心層となっている。 
 

  
回答者数:人 
構成比：％ 

20 歳未満 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50 歳以上 無回答 

合計 
529 16 155 127 154 75 2 

100.0 3.0 29.3 24.0 29.1 14.2 0.4 

男性 
377 11 113 79 112 62  

100.0 2.9 30.0 21.0 29.7 16.4 - 

女性 
137 5 42 43 36 10 1 

100.0 3.6 30.7 31.4 26.3 7.3 0.7 

   (注)回答者の合計には性別無回答が 15 名含まれているため男女計と合計は一致しない。 

 
○結婚について 

→全体の約 4割を占める未婚者のうち、約 3/4 が将来の結婚を希望 

→結婚の条件として最も重視することは、男女とも、「自分・相手の所得の安定」 

 

住民意識調査によると、「配偶者がいる」と回答した割合が約 60%を占め、性別・年齢帯別

に内訳をみると、配偶者のいる女性の割合は約７割であるのに対し、配偶者のいる男性の割

合は約６割に留まる。男性の既婚率が女性と比べて低い傾向は全ての年齢層に共通している。 

「配偶者はいない」と回答した方の約 3/4 が「将来的には結婚したい」と回答している。 

 

 
図．拝具者の有無                   図．将来の結婚への気持ち(配偶者なし) 

出典：住民意識調査結果 

 
性別・年齢別に見ると、男性の場合「結婚したい」という回答は 20 歳未満が最も高く、女性の場

合「結婚したい」という回答者のピークは 20～29 歳である。 

  

配偶者がいる

（既婚者）

59.5

配偶者がいな

い（未婚者）

40.5

無回答

0.0

（n=529）

未婚・結婚した

い

75.2

未婚・結婚した

くない

21.5

無回答

3.3

（n=214）
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結婚をするために必要な条件として、「自分や相手の所得が安定していること(64.8%)」、「出

会いの場や機会があること(43.2%)」、「親や周囲が結婚に同意していること(40.1%)」が上位

3位を占めるが、男女別にみると「自分や相手の所得が安定していること」が男性の 59.5％

に対し女性の 82.9％の高さが目立つほか、男性は、2番目には、「出会いの場や機会があるこ

と（52.4％）」を挙げたのに対し、女性では、65.7％が「親や周囲が結婚に同意している」を

挙げている。3番目には、男女とも 4割弱が「住む場所が確保できること」を挙げている。 

 
図．結婚をするための条件(未婚者) 

出典：住民意識調査結果 

 

○出産と子育てについて 

→今後出産する層の多くは子供の人数“２人”を理想としている 

→子どもを持ち、育てるために、男女とも、「収入・雇用の安定」を最も重視 

→女性からは、「出産費や学費、医療費等の公的支援」「働きながら子育てするための支

援制度や施設の充実」「医療機関の充実」のニーズが高い 

 
配偶者のある方を対象に、現在の子供の人数を尋ねた結果、現在の子供の人数は「２人」

が 41.3%で最も多く、次に「１人」が 21.3%で続き、平均すると 1.68 人であった。一方、理

想の子供の人数を尋ねると、「２人」が 47.0%で最も多く、次に「３人」が 36.5%で続き、平

均すると 2.38 人であった。 

 
図．現在のこどもの人数             図．理想のこどもの人数 

出典：住民意識調査結果 
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現在のこどもの人数を「なし」、「１人」、「２人」と答えた人の中では、理想のこどもの数

を「２人」と答えた人が最も多かった。一方、現在のこどもの数を「３人」と答えた人の中

では、理想のこどもの数を「3人」と答えた人が最も多かった。このことは、今後出産する

層の多くは 2人を理想としていることがうかがわれる。 

 
子どもを持ち、育てる意欲を高めるために必要なこととして、「収入・雇用が安定している

こと(74.1%)」、「出産費用や学費、子供の医療費などの公的支援が充実していること（62.2％）」、

「保育所などの子供の預け先が充実していること 58.2％」が上位 3位に挙げられるが、子育

てにおいて中心的な役割を担う女性では、「収入・雇用が安定していること（77％）」とあわ

せて「出産費用や学費、子供の医療費などの公的支援が充実していること（77％）」、「働きな

がら子育てするための支援制度が整っていること（69％）」、「保育所などの子供の預け先が充

実していること 65％」、「安心してこどもが産める医療機関があること（61％）」などを重視

する割合が高く子育て支援へのニーズの高さがうかがわれる。 

 

 
図．希望する出産・育児環境 

出典：住民意識調査結果 
 

 

○転居等について 

→転居意向「住み続けたい」は、約３８％、「転居したい」は、約４５％※ 

→住み続けたい理由の１位は男性「通勤・通学に便利」、女性「親・兄弟が近くにいる」 

→希望（予想）転居先の多くは、上北郡以外の青森県内 

今後の居住意向については、「このまま永住したい」あるいは「当分住み続けたい」と回答

した割合が合わせて 38%であるのに対し、「やがては転居したい」「できるだけ早く転居した

い」と回答した割合が合わせて 45%となっている※。 
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年齢帯別に見ると、「このまま永住したい」あるいは「当分住み続けたい」と回答する割合

は、人数が少ないものの 20 歳未満が 75％と最も高く 40～49 歳が 47%と半分弱となる。 

 

※「やがては転居したい」と回答した方の中には、回答者の多くを占める日本原燃等の従

業員やその家族など転勤による移動が見込まれ自分や家族の意志で居住意向が決めら

れない人も多く含まれているためと考えられる 

 

今後も住み続けたいと思う理由として、男性は「通勤・通学に便利」が 64％と突出してお

り、次いで「緑や自然が多い（29％）」「周りの環境や地域になじんでいる（22％）」などを多

く挙ているのに対し、女性は「親・兄弟が近くにいる（40％）」、「通勤・通学に便利（36％）」、

「ふるさとだから（31％）」が上位を占め地元出身者が多いことがうかがわれる。 

 

表．今後も住み続けたいと思う理由 

回答数順位 男性 女性 

１位 通勤・通学に便利        64％ 親・兄弟が近くにいる       40％ 

２位 緑や自然が多い         29％ 通勤・通学に便利           36％ 

３位 周りの環境や地域になじんでいる  22％ ふるさとだから            31％ 

出典：住民意識調査結果 
 

転居したいができない理由としては、男女ともに 5割弱が「職場の都合」を挙げているが、

その多くは、居住意向で前述したように日本原燃等の従業員とその家族など「転勤により、

いずれ転居すると思うが自分たちで決められない」という層であると推測される。また、転

居できない理由として「金銭的な理由（41％）」、「学校の理由（23％）」を挙げた女性の割合

が男性と比較して高い傾向がみられる。 

 

希望転居先（予想される転勤先を含む）としては、県内（上北郡外）が 47％、上北郡内 23％

と 7割が県内での居住を希望している。 

 
参考：住民意識調査について 

●調査目的 

六ヶ所村まち・ひと・しごと総合戦略の策定を行うに当たり、雇用や結婚・出産・子育て、社会移

動（転入・転出）等に対する町民の意識を把握し、検討の基礎資料とすることを目的に実施した。 
●調査対象 

配布・回収の状況は以下の通りである。 
① 村内の小学校児童を通じ保護者に対し、調査票を配布し郵送にて回収を行った。 
② 日本原燃(株)を通じて従業員へ配布し郵送にて回収を行った。 
③ 各自治会、農協や漁協を通じて地区住民に配布し郵送にて回収を行った。 

①～③合計 1,950 調査票を配布し 529 名の有効回答票を得た（有効回答率 27.1%）。 
●調査期間 

2015 年 7 月 15 日（水）～8 月 31 日（月）まで 
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(2)目指すべき将来の方向性 

本村の人口は、むつ小川原開発の一環である原子燃料サイクル施設立地等により、全国の

自治体が少子高齢化・人口減少に陥る中で、11,000 人の人口規模で推移してきた。とりわ

け原子燃料サイクルの稼働に伴う日本原燃従業員とその家族の居住が進んだことにより、

出産・子育て層が増え出生数の回復もみられた。しかし、日本原燃関連の従業員の流入が

ひと段落したこともあり、近年では転出増加による社会減が始まるとともに、新規転入層

の出産のピークが過ぎ、高齢化に伴う死亡者数の増加により自然減が始まるなど、村の人

口が徐々に減少を始めている。 
社会保障・人口問題研究所の推計に準拠した国の推計によれば、2005 年から 2010 年の人

口推移の構造が続くと 2010 年には、総人口 11,091 人、高齢化率 20.2％だったものが 2040
年には、総人口は 8,500 人弱、高齢化率は 32.0％、2060 年には、総人口は 6,500 人強、高

齢化率は 33.1％と人口減少と高齢化の進展が予想されている。 
本村では、このような中長期的な客観的な人口推計結果を真摯に受け止め、人口動向や財

政状況に比較的余裕のある今のうちに、来るべき将来を見据えて積極的な人口対策に取り

組んでいくという基本方向の下に以下のような将来の方向性をめざすものとする。 
 

① 雇用の場の選択肢を確保し、仕事に対する多様なニーズに応えられる村をめざす。 
本村では、日本原燃のほか原子燃料サイクルおよび関連事業所による一定の雇用が確

保されており村外からの通勤者も多い。しかし、高学歴化の進展等に伴い若者のしごと

や職業観が多様化し、就職を契機に村外に流出する者も少なくない。 
今後は、比較的安定した既存の雇用を維持しつつも、さらに選択的に企業の誘致を図

るとともに、一方では、地域固有の資源を活かした 6 次産業化やコミュニティビジネス

など、地域発で新たな起業・創業を進めることにより、各年代のニースに応えられるし

ごとの選択肢を広げ、仕事を求めて村外に向かう転出人口の抑制を図っていく。 
 
② 豊かな環境を活かし総合的な暮らしやすさを担保し、村外の人から選ばれる村をめざす 

本村は、豊かな水と緑や四季折々の風景など恵まれた環境を有するとともに近年整備

された各種施設や生活基盤など近隣地域と比べて質の高い居住環境を有している。一方、

人口が集中する都市部には、若者を始め豊かな環境の下で自分らしいライフスタイルを

実現したいと思う地方暮らしを願望する潜在移住者は少なくない。 
今後は、効率性や集積効果を求める都市型の価値観とは異なる、ゆとりや安らぎ、快

適性などお金で買えない豊かさを含む総合的な暮らしやすさを担保できる受け皿を確保

し、内外に積極的にＰＲすることにより、広く村外から若者や、出産・子育て層が好ん

で住みたい思える魅力ある環境により、村外からまとまった転入者を確保していく。 
 
③ 結婚・出産・子育て世代層が安心して子供を産み・育てられる村をめざす 

本村では、10 年ほど前までは、合計特殊出生率が 2.1 弱という高い水準にあったもの

の近年出生率が低下傾向にある。しかし、直近の 1.88 という水準は、全国的に見ても高

くこの水準を維持していくことが必要である。 
出産・子育ての主役である若い女性の多くは、自らのライフステージの中で、息長く 

働きながら、安心して出産・子育てができる環境を求めていることから、村(行政)と地域
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が連携し、子供の成長過程に応じた一貫した、本村ならではのきめ細かな支援のしくみ

を提供することにより、出生率の回復により少子化の抑制を図っていく。 
 

(3)将来展望人口の導出 

六ヶ所村の将来展望人口の算出については、目指すべき将来の方向性が実現した場合、す

なわち、産業基盤の整備による企業誘致が進むとともに地域での起業・創業により新たな雇

用が創出されるとともに、安全・安心で快適な生活環境が整備されるという姿を想定し、六

ヶ所村独自の将来人口の推計シミュレーションを行った。推計の前提として以下の 2点の条

件を枠組みとして設定した。 

○条件 1 

・社会動態については、現在の転出超過による社会減に対し、現在六ヶ所村に居住する人

の就職、子供の進学、住宅取得、定年退職等を契機とした村外への転出を抑制する対策お

よび学生の卒業後の就職先としての雇用創出や子育て環境整備等計画的転入の促進によ

り、2025年以降社会増減を均衡させる（マイナスをゼロまたは若干のプラスを維持する）。 

○条件 2 

・自然動態については、社会増減が均衡した上で若い人のニーズに対応した雇用の場の

提供や結婚・出産・子育てに対する多様な支援策により、近年低下傾向にある出生率（合

計特殊出生率）を 2020 年に 2.1 まで回復させ、以後 2060 年までその水準を維持する。 

  

上記の前提をもとにシミュレーションを行い、産業基盤の整備や雇用創出、生活環境整備

が着実に行われる場合の将来人口を求めた。推計結果の概要は以下のとおりである。 

■ステップ 1（転出抑制） 

パターン１の移動率が、起業・創業による雇用創出や生活環境の整備により、2015 年以

降さらに半減する（転出が抑制される）と想定 
 
国の推計方式による推計結果で移動率がマイナスとなっている （転出超過の）年代につい

て、2015 年から 2060 年まで男女とも移動率が半減する（転出が抑制される）と仮定した。 

推計結果として、社人研準拠推計（パターン１）に比し 45 年間で 1,061 人の転出が抑制さ

れた。平均すると毎年 25 人弱ずつの転出抑制となる。 
 
■ステップ２【転出抑制+計画的転入促進】 

ステップ１に加え、さらに企業誘致と従業者用の住宅開発等により継続的に六ヶ所村に

転入者が入る場合（転入増）の推計  
 
転入者の年代構成はレイクタウン地区の人口構成を参考に、男女比を１：１と仮定し 50

人を 1単位とした。 

2015 年から 2025 年までに、5年毎に 100 名ずつ、2025 年から 2050 年までに、5年毎に 50

名ずつ 35 年間で 450 名が転入すると仮定すると、転出抑制（シミュレーション１）と併せ

て六ヶ所村の社会増減は 2025 年以降ややプラス（0～79 人）で均衡する。 
 

■ステップ３【六ヶ所村独自の推計転出抑制+計画的転入促進＋出生率向上】 

ステップ２で社会増減を均衡させた上で、若い世代のニーズに沿った雇用環境が整備さ

れることにより、2020 年までに、出生率(合成特殊出生率)が 2.1 まで上昇し、以降、そ

の水準が維持される場合の推計を行った。 
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推計結果として、社人研準拠推計（パターン１）に比し 45 年間で出生者が 1,076 人増加 

した。平均すると毎年 25 人弱ずつ出生数の増加となる。 

上記のシミュレーション結果をふまえると、積極的な人口受け入れ策により、社会減につ

いては相当の改善が図られるが、結婚・出産・子育て世代への積極的な支援を行い出生率を

2.1 まで高めても高齢化の進展にともなう死亡者数の増加による自然減の影響から、25 年後

の 2040 年には、村の人口は 1万人を割り、45 年後の 2060 年には 8,825 人まで減少する。 

また、年齢 3区分別の人口構成を見ると、高齢者比率は今後上昇を続け、2045 年に 30.6%

とピークを迎えその後横ばいか微減に転じる。また、後期高齢者（75 歳以上）の割合は、

2060 年まで上昇を続けていくことから、介護、医療分野の需要や負担が今後増加していく

ことが想定される。一方、0～14 歳に占める割合は、高い出生率が維持される結果 2015 年

の約 13%を維持し、2040 年ごろから微増する。また 65 歳以上の高齢者の割合も 2045 年以降

は減少していることから、人口バランスが改善されることとなる。 

 

 
図．六ヶ所村人口の将来展望 推計結果  

出典：国提供ワークシート 
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表．六ヶ所村人口の将来展望（総括表） 

 

 

 

  
 
 

  
図．年齢５歳階級別人口構成（2025 年、2060 年） 

  

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

合計特殊出生率（ｔｆｒ） 1.88000 1.88000 2.10000 2.10000 2.10000 2.10000 2.10000 2.10000 2.10000 2.10000 2.10000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

総人口（人） 11,091 10,656 10,587 10,478 10,294 10,104 9,890 9,645 9,402 9,105 8,825

総人口（2010年を1.0
とした指数）

1.0000 0.9608 0.9546 0.9447 0.9281 0.9110 0.8917 0.8696 0.8477 0.8210 0.7957

男 6,184 5,969 5,941 5,889 5,790 5,681 5,559 5,424 5,283 5,110 4,944

女 4,907 4,688 4,646 4,589 4,504 4,422 4,331 4,221 4,119 3,996 3,882

0～14歳 1,453 1,370 1,382 1,366 1,353 1,318 1,310 1,311 1,303 1,258 1,217

15～64歳 7,397 6,805 6,483 6,274 6,064 5,903 5,614 5,386 5,240 5,120 5,007

65歳以上 2,241 2,481 2,722 2,838 2,878 2,882 2,966 2,948 2,859 2,727 2,601

75歳以上 1,188 1,248 1,263 1,452 1,627 1,705 1,696 1,638 1,688 1,686 1,624

0～14歳 13.1% 12.9% 13.1% 13.0% 13.1% 13.0% 13.2% 13.6% 13.9% 13.8% 13.8%
15～64歳 66.7% 63.9% 61.2% 59.9% 58.9% 58.4% 56.8% 55.8% 55.7% 56.2% 56.7%
65歳以上 20.2% 23.3% 25.7% 27.1% 28.0% 28.5% 30.0% 30.6% 30.4% 30.0% 29.5%
75歳以上 10.7% 11.7% 11.9% 13.9% 15.8% 16.9% 17.1% 17.0% 18.0% 18.5% 18.4%

2025 年(10 年後) 

2060 年(40 年後) 

2015 年(現在) 

2040 年(25 年後) 
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(4)本村人口の将来展望 

本村の人口の将来展望については、先に算出された将来展望人口の結果をふまえ、2010 年

（基準年）、2035 年(中間年)および 2060 年（最終年）について以下のように想定した。なお、

同時並行的に策定が進んでいる第 4 次総合振興計画との整合性を図るために、総合振興計画

の目標年度である 2025 年（平成 37 年）についても参考値として表記する。 
 
 2010 年(基準年) 2025 年(第 4 次総合

振興計画目標年) 2035 年(中間年) 2060 年(最終年) 

総人口(人) 11,091 10,500 10,100 8,830 
 
構
成
比 

0~14 歳（％） 13.1 13.0 13.0 13.8 
15~64 歳（％） 66.7 59.9 58.4 56.7 
65 歳以上（％） 20.2 27.1 28.5 29.5 

 
ここで設定した人口は、前述したように人口増加に向けた前提条件を設定し、それをクリア

して初めて実現できる数値であり、決して容易に達成できる水準とはいえない。 
この人口を実現するためには、国・県の原子力、エネルギー、環境に対する政策動向に呼応

しつつ、一方では、村を超えた広域的視点に立って村一丸となった自立に向けたたゆまぬ挑

戦が不可欠となる。 
 
本村が掲げた将来人口の実現に向け、その推計過程で掲げた前提をふまえて、今後取り組む

べき課題を挙げると以下のとおりである。 
 
① 転出超過年代の転出抑制にむけて 

本村の主な転出の傾向としては、ア．大学進学時、イ．新卒就職時、ウ．子育て途上（小

学校入学時等）、エ．定年時にみられるが、このうち小学校入学時と定年時は、日本原燃の

サラリーマン層の割合が高い本村独自の傾向である。 
将来人口の推計においては、2020 年より転出超過年代の移動率を現状に比べ半減させる

(転出を抑制)という仮定を置いている。 
これらに対応するためには、イに対しては、若者が選べるしごとや職場の創出（同時に

アのＵターン就職にもつながる）、ウに対しては、将来の進学を見すえた教育環境の向上、

エに対しては、定年後の人生を六ヶ所村で過ごす条件づくり（仕事や生きがいなど）に対

するきめ細かな対策を講じる必要がある。 
 
② 結婚・出産・子育て層の転入促進に向けて 

本村では、日本原燃や関連事業所の社宅や寮や民間アパートや分譲住宅などにより村外

からの転入（移住）を受け入れてきたことで、出産・子育て層の増加による子供の数を維

持してきた経緯があるが、レイクタウンにおける主要企業の社宅等の整備は一段落してお

り、現時点では急速な需要増を見込む事業等はない。 
将来人口の推計においては、第 4 次総合振興計画の目標人口を 2025 年で 10,500 人を確

保すると設定したことから、2015 年~2025 年までの社会増が不可欠となり、2025 年まで
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に出産・子育て適齢期を中心に 5 年ごとに 100 人の転入者を確保し、2025 年以降は 2050
年まで 5 年ごとに 50 人の転入者を見込んでいる。 
これらの人口確保のためには、先行して受け皿となる宅地や住宅の整備が不可欠であり、

レイクタウンの未整備地区などでの開発が必要となる。また、転入(移住)する人口・世帯

を想定すると、ア．新たな企業誘致や創業・起業により増加する従業員世帯、イ．ベッド

タウンとして六ヶ所村に住み村外に通勤する家族、ウ．村内で世帯分離(結婚・独立等)に
より新居を設ける世帯、エ．六ヶ所村にＩターンし、自ら起業する世帯（若者や定年退職

者等）などが考えられ、本村では、これら各層のニーズに対応した居住環境の整備や受入

れ支援策をきめ細かく講じる必要がある。 
 

③ 合計特殊出生率の回復にむけて 
本村では、10 年ほど前までは、合計特殊出生率が 2.1 弱という高い水準にありその後低

下しつつも直近で 1.88 という全国的に見ても高い水準ある。 
将来人口推計においては、2020 年以降、2010 年に 1.88 の合計特殊出生率を 2.10 に改

善するという前提を掲げているものの、村民アンケートによれば、現在の子供の数が「１

人」、「２人」と答えた人の多くが理想のこどもの数を「２人」と答えており、未婚者や子

供を持たない夫婦も加えた平均値としての合計特殊出生率を高めることは、かなり高いハ

ードルと言える。 

このような中で、出生率を高めるためには、未婚率の高い若い世代の結婚を奨励すると

ともに、行政、地域、家庭(家族)、企業(職場)が一丸となって「女性が働きやすい環境」、

「女性にやさしい環境」を創出し、「結婚・出産・子育てするなら六ヶ所村」といわれるよ

うな環境に対するきめ細かな支援のしくみづくりや意識の醸成を講じる必要がある。 

 


